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１．はじめに 

気候変動問題の解決に向けて国際社会では、「世界的

な平均気温上昇を抑える努力（2℃目標）」、「今世紀後

半に温室効果ガス（Green House Gas、以下「GHG」と

いう）の人為的な発生源による排出量と吸収源による

除去量との間の均衡を達成すること」を長期目標とす

ることで合意されており、日本もこの枠組みの主導的

役割を果たす一国として参加している１)。 

本稿では、以上の情勢を鑑み、河川域で脱炭素社会

を目指す、即ち河川域におけるカーボンニュートラル

に貢献する施策や対策などの取組み事例について、気

候変動対策で先行する欧州諸国２～４）を中心として調査

を実施し、日本での現状についても整理した。 

 

２．調査手法と確認された取組みの目的 

事例調査は、ウェブ及び文献調査により実施し、適

宜欧州在住の現地識者にヒアリングも行った。また調

査の際に留意した点としては、国際機関や政府機関、

業界団体などが提供する信頼性の高い情報を対象にす

ること、および定量的な評価を実施している事例を対

象とすることを心掛けた。 

まず、河川域における取組みの状況について概要調

査を実施し、その結果、以下のような目的を以て取り

組まれている状況、事例の存在が確認された。 

・再生可能エネルギーの生産を目的とする取組み 

＞ 小水力発電 

＞ 太陽光発電 

・GHG 吸収固定が期待される箇所の保全を目的とす

る取組み 

・GHG 放出抑制が期待される箇所の保全を目的とす

る取組み 

 

３．現状と課題 

概要調査で確認されたそれぞれの目的での取組み事

例について、現状と課題を調査し、整理した。 

３－１ 小水力発電 

日本での小水力発電は 1,000kW 以下の規模を扱うこ

とが多いが、その定義は世界的には統一されておらず、

10,000kW以下の規模をそのカテゴリーとして扱ってい

る国が多い。例えば、ESHA（ヨーロッパ小水力発電協

会）も 10,000kW 以下を小水力規模とし、扱っている。 

（１）欧州の状況 

概要調査の結果、欧州域の小水力発電は、国土に

山域を多く有するドイツやスイスに多い状況が確認

された為、スイスの小水力連合（Swiss Small Hydro）

の事務局長を務める Martin Bölli 氏に web 会議シ

ステムを利用してヒアリング調査を実施した。以下

にその結果をとりまとめた。 

『スイスの小水力発電施設数（図－１、Martin Bölli 

氏より提供）は、20 世紀初頭から発電設備の大型化

に伴い減少したが、1990 年頃から再生可能エネルギ

ー活用の重要性が見直され、施設数は増加に転じた。

しかし、スイスでは水力発電設備を新設、更新する

際に、その設備規模の大小を問わず、自然環境へ配

慮する義務が法令５～８）で謳われており、強い抑止力

として働いていることから、その増加傾向は緩やか

なものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、その配慮義務に対して講じられた対策例に

は、発電施設による連続性の分断回避（魚道等）、発

電施設周辺の自然再生、代償措置として他の箇所で

の自然再生、減水区間の短縮・解消などがある。 

また、再生可能エネルギー事業に伴って再自然化

等で生じる負担を軽減する目的で、基金を生み出し

利用できる認証制度７～８）が整備されている。ただし、

事業者はこの認証を得る為に自然環境保全対策に関

する厳しいガイドラインをクリアせねばならない仕

図－１ スイスの小規模水力発電施設数の経年変化 
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組みが用意されている。』とのことであった。 

（２）日本の状況 

日本での水力発電は戦前から取り組まれており、

採算性を考慮した開発（大規模発電設備）は既に検

討しつくされている現状がある。したがって、まだ

検討余地が残されているのは、既存の電力系統への

接続等を考慮しない、農業用水路や砂防堰堤などを

活用する小規模な水力発電施設となる。下記にその

整備状況９）を図示した（図－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、小水力発電事業への取組みは従前より各行

政機関等で検討、整備が進められており、各種手引

書等も整備され、WEB 上で閲覧利用できる状況にあ

った 10～20)。それらの内、手引書に掲載されている自

然環境への配慮周知は、河川法を参照するよう案内

する記述や、直接的には魚道設備整備についての記

述が掲載されている状況であった 21)。 

３－２ 太陽光発電 

日本では、農業用の溜池等の比較的水深の浅い水面

を活用した事業が、世界でも先行的に進められており、

中国に次いで世界第 2 位の発電量を生産している状況

であった 22)（図－３）。日本国内の都道府県別での設備

の分布状況は、溜池が多く存在する兵庫県で先行して

取り組まれている状況が確認された 22)（図－４）。また、

日本国内の水面を活用した太陽光発電事業は、図－５

に示すとおり２MWp 未満の設備規模が多くを占める状

況であった 22)。 

農林水産省では、農業用溜池に水上設置型太陽光発

電設備を設置する際の手引書も整備し、その中では「た

め池の多面的機能の確保（生態系保全、景観、文化）」

として自然環境への配慮も呼び掛けていた 22) 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、水深が深く、水位変動の激しいダム湖面を活

用した発電事業については、浮体を係留するためのア

ンカリングが困難 24～26)であり、その技術確立が世界的

に進んでおらず、まだ EU でも漁業系の基金を供出して

試行的に進めている状況であった。その一試行例とし
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図－２ 日本の出力別包蔵水力９)
(2021/03/31 現在) 

図－３ 水上設置型太陽電池発電設備の

国別の設備容量 22) 
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図－４ 水上設置型太陽電池発電設備の

国内分布（発電所数）22) 

図－５ 太陽光発電所マップから抽出された水上設

置型太陽電池発電設備のプロジェクト数 22)
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ては、ポルトガルのアルケヴァ（Alqueva）ダム（図－

５、年間 7.5GWh を生産予定）などがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 河川域での GHG に関する取組み 

世界での河川域における GHG 関係の施策対策のひと

つとして、それ自体を吸収固定する河畔林の整備や保

全管理事業が取り組まれている。また、流域に泥炭域

が存在する場合には、そのエリアを乾燥させないよう

保全することで、泥炭中に固定されている GHG の大気

中への放出を抑制できることから、基礎研究が進めら

れている状況であった。 

一方、日本では「多自然川づくり」として植生を活

用した川づくりが提唱されているが、河川域での GHG

に関する研究、整理は進んでいないようであった。 

（１）欧州の状況 

GHG の排出抑制及び吸収固定に資する河川分野の

取組み（河川の自然環境を活用する取組み）につい

て調査した結果、「吸収固定」または「排出抑制」を

事業効果として挙げている 12 の事例が、欧州 8 カ国

で確認された（英国、ポルトガル、リトアニア、ベル

ギー、フランス、ドイツ、フィンランド、スペイン）。 

確認された 12 事例は、河畔林再生、湿地再生、泥

炭地再生、人工湿地造成、河川再生、河川インフラ

のグリーン化などの各分野で取り組まれていた。こ

のうち、「河畔林再生」と「泥炭地再生」の事例の一

部は、カーボンオフセット事業として実施されてお

り、事業実施により発行されたクレジットがグリー

ンカーボンとして実際に取引されていた（英国、ド

イツ）。また、その 12 事例中、4事例が英国であり最

多であったことから、以下に英国での取組みの一例

を示す。 

英国環境庁では2010年頃より洪水対策分野のNbS

（Nature-based solutions）コンセプトに基づいて

「自然を活かした洪水管理（ Natural Flood 

Management）」（以下「NFM」という）に取り組んでい

る。その促進施策として、実務者を対象とした NFM に

関する技術レポート「自然作用との協働～実践事例

集」27)を 2018 年に公表している。同レポートでは、

「河川・氾濫原」「林地管理」「流出抑制」「海岸・河

口」の 4 つの対策分野別に「その他の多面的な便益」

について、既往事例や調査研究に基づき 10 項目につ

いて評価分析しており、そのうちの一項目には「気

候調整機能（Climate Regulation）」を採用している

（図－６）。 

「気候調整機能」の項目では、二酸化炭素排出削

減効果や、樹陰の水温上昇抑制効果などの観点から

分析し、事業を評価している。このような施策推進

は、事業者に河川域でカーボンニュートラルに貢献

させる意識向上、対策を促す配慮も兼ねているとの

ことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国環境庁はその他に、「洪水・海岸浸食リスク管

理研究プログラム」を通じて、治水事業への NbS コ

ンセプトの導入とカーボンニュートラル化（カーボ

ンオフセット手法の導入）に取り組んでいる。この

ことには気候変動法の改正が可決されたことが背景

にある。 

以上の流れから、英国環境庁は環境・食糧・地域

省（DEFRA）らとともに、カーボンオフセット手法に

ついてその実効性を評価したレビュー28)を公表した。

その実効性評価レビューの対象中、河川に関連する

ものとしては、「氾濫原再生」と「人工湿原」などが

図－５ アルケヴァダムのフローティング PV の一部 

図－６ 「氾濫原及び氾濫原湿地再生」に関して｢そ

の他の多面的な便益｣の観点から評価する 10

項目での分析例（英国 NFM 実践事例集より）
27) 

・社会、環境、文化のすべての分野で効果が大きい 

・炭素が貯蔵された土壌を保全することにより、氾濫原が炭素

吸収源として機能する（気候調節機能） 

・湿地再生により生息地が回復すれば、さらなる効果の増大が

見込まれる（図中の矢印が拡大を表現） 
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ある。「氾濫原再生」は面積当たりの年間削減ポテン

シャルが高い点で優れている、と評価している一方、

コスト、効果発現時間、科学的信頼性については今

後も引き続き精査することが求められており、「人工

湿地」についてはデータ不足と評価していた。 

以上の英国環境庁の取組み事例のほか、EU 環境総

局の NWRM の取組みなどにおいても、「湿地・氾濫原

の再生」には大きな効果、ポテンシャルが推算され、

期待が寄せられている一方、定量的評価手法や不確

実性を包括した評価手法など、説得力が不足してい

ることから、その整備も期待されている状況であっ

た。 

また、大量のカーボン、GHG を貯留している泥炭地

を保全、復元する動きは従前から世界各地で存在し

ていたが、英国でも 2021 年に泥炭地復元のための助

成制度 29)を新たに整備し、さらに促進するための取

組みを始めている。その英国での従前からの取組み

例として、アーウェル川流域で EU LIFE 助成プロジ

ェクトを受けて 2018 年にカーボンクレジット制度

を促進するために炭素隔離状況などを調査、評価し

公表している（図－７）30)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 英国アーウェル川流域における炭素隔離効果

の貨幣換算結果 30) 

 

（２）日本の状況 

流域治水の取組みにおいては、河道内での流下能

力向上や、流域での貯留浸透機能の向上とあわせ、

自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンイン

フラの考えを推進し、災害リスクの低減に寄与する

生態系の機能を積極的に保全又は再生することによ

り、生態系ネットワークの形成に貢献することとさ

れている 31)。 

そのような流域治水の取組みで、有機物を多く含

む河道内の土壌保全、光合成を行う植生・河畔林の

積極的な保全管理、流域での貯留浸透機能を持つ湿

地等の再生を行うことは、GHG の吸収固定や放出抑

制にも貢献できる可能性が見込まれている。 

特に、GHGを多く貯蔵している泥炭地については、

日本でも北海道を中心に北日本に広く分布している

ことから、放出抑制効果を期待した保全対策等が望

まれるところである。 

なお、これらの GHG の吸収固定効果や放出抑制効

果の客観化については、先述のとおり欧州諸国でも

まだ研究段階であることや、欧州と日本の植生・土

壌に違いもあることなどから、その特性に留意しつ

つ学識者・研究機関と連携し、定量化手法を整理し

ていくことが必要であると考えられた。 

 

４．おわりに 

日本の狭小な平野部は利用価値が高く、気候変動に

伴う施策対策目的で広域に土地利用を展開する取組み

が困難な事情が存在する。そのような制約がある中で、

水面やそれに付帯する施設等を積極的に利用する取組

みは価値があることから、今後も検討を重ねながら状

況を積極的に推移させてゆくことが肝要と考えられた。 
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